
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人の概要

拠点住所

ふりがな しゃかいふくしほうじん　おおつにおのはましょうがいしゃふくしほうじん ふりがな りじちょう　しらすぎ　しげお

法人名 社会福祉法人　大津におの浜障害者福祉法人 代表者氏名 理事長　白杉　滋朗

主たる事務所
ＴＥＬ
ＦＡＸ

077-511-2111
077-527-5515

許可年月日
番号

設立登記
年月日

平成13年3月28日

法人の事業

役員等　　(敬称略、順不同)

理事　8名

区分 氏名 任期
理事長 白杉滋朗

乾澤　正和
奥村　清和
石野　富志三郎
大石   康雄
西川　実千子
元藤　大幹
秋田　悦雄
白杉　滋朗

監事　2名 第三者委員会

区分 氏名 任期 氏名
後藤康幸 松村　裕美 学識経験者
新實幸子 藤木　充 評議員

評議員　　10名

区分 氏名 任期
北村　茂
杉浦　登
北川　みよ子
千代　章浩
植松　久仁子
山路　美登
藤木　充
森田　芳久
福田　實

井ノ口浩士
自R5.6
至R7.6

理事

自R5.6
至R7.6

監事

評議員

自R5.6
至R7.6

自R3.6
至R7.6

520-0044
大津市京町三丁目5番12号

520-0801
大津市におの浜四丁目2-33

平成１３年３月２２日
第３４０号

第2種
社会福祉事業

大津市立障害者福祉センターの受託経営
相談支援事業の経営
一般相談支援事業の経営

障害福祉サービス事業の経営

事業内容

特別相談支援事業の経営



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社会福祉法人大津におの浜障害者福祉協会 

役員等の報酬等支給基準 

（平成２９年制定） 

 

 （目的） 

第１条 この基準は、社会福祉法人大津におの浜障害者福祉協会（以下「法人」

という）定款第 8 条及び第 21 条の規定による役員（理事及び監事）及び評議

員、評議員選任・解任委員（以下「役員等」という）の報酬の支給に関して、

必要な事項を定めるものとする。 

  

（報酬基準） 

 第２条  法人の役員等に対しては、職務執行の対価として、報酬を支給する

ものとする。 

ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員（理事長

を除く）に対しては、報酬は支給しない。 

２ 理事長の報酬は、月額３万円とする。 

３ 理事長以外の役員等に対する報酬の額は、別表第１に定める額とする。 

  

（報酬の支給方法） 

第３条 第３条 理事長の報酬は、毎月２５日に支払う。ただし、その日が金融

機関の休日の場合は、その日前であって金融機関の休日でない最も近い日を

支給日とする。 

２ 理事長以外の役員等に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席等法人・

施設運営のための業務にあたった都度、現金により本人に支給する。 

 

 （規程の改廃） 

第４条 この基準の改廃は、評議員会の承認を得て行うものとする。 

 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この規程は、平成２９年６月１２日より施行し、平成２９年４月１日から適                     

 用する。 

 

 附 則 



（施行期日等） 

１ この規程は、平成３０年６月１２日より施行し、平成２９年４月１日から適                     

 用する。 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規程は、令和２年９月２５日より施行し、令和２年４月１６日から適                     

 用する。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この基準は、令和５年６月定時評議員会終結後に施行する。 

 

 

別表第１（第２条第３項関係） 役員等（理事長を除く）に対する報酬 

 

名 称 報 酬 

理事・監事 給与所得の源泉徴収税額（日額表 乙欄）差引後、

手取額 3,000 円 

評議員 給与所得の源泉徴収税額（日額表 乙欄）差引後、

手取額 3,000 円 

評議員選任・解任委員 給与所得の源泉徴収税額（日額表 乙欄）差引後、

手取額 3,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


